


 

男女がともに生き生きと暮らせるまちをめざして 
 

 

 少子高齢化の進展など社会経済情勢の急速な変化に対応するため、男女が互

いの人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる男女共同参画社会の実現が求められています。 

 このような中、丸亀市は平成１７年３月２２日に合併して新たなスタートを

切り、同年１２月１日には、市民一人ひとりの主体的で多様な生き方を尊重し、

男女がともに生き生きと暮らせるまちをめざして「男女共同参画都市」を宣言

しました。そして、宣言文にあるようなまちづくりを実現するため、市民の皆

様の意見を参考にして、新市における行動指針である「男女共同参画プランま

るがめ」を策定いたしました。 

このプランに掲げました施策は、行政だけで推進するものではなく、行動の

主役は市民や事業者の皆様です。多くの皆様が関心を寄せ、それぞれの力を十

分に発揮していただき、行政との協働で男女共同参画のまちづくりを推進した

いと考えています。どうか皆様の温かいご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 最後に、このプランを精力的にご審議いただきました男女共同参画審議会委

員の皆様、並びに貴重なご意見をいただきました皆様に、心から厚くお礼申し

上げます。 

 

平成 18（2006）年 2月 

 

丸亀市長  新 井 哲 二 
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